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は じ め に 

令和５年４月のこども基本法施行など、政府によるこども政策が進められ、一定の

成果は見られるものの、少子高齢化が進行し、これによる生産年齢人口が減少する

傾向は大きくは変わっていないところです。こうした中、今後も次代の社会を担うこど

もたちが健やかに生まれ、育てられる環境を整備するとともに、自らの意志によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分発揮される豊かで活力

ある社会の実現に国、地方公共団体、企業など、様々な主体が社会を挙げて取り組

んでいく必要があります。 

これまで、少子高齢化が進んできた状況を背景に、平成１５年「次世代育成支援対

策推進法」が制定されたことを受け、特定事業主としての行動計画の推進が明記され

た「東久留米市次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、平成２７年７月、「次

世代育成支援対策推進法」の期限が令和７年３月３１日まで延長されたことに伴い、

特定事業主行動計画の見直しを行ってきました。 

さらに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成２７年９月に公

布されたことに基づいて、平成２８年３月に女性職員の活躍の推進に関する内容を加

えた「東久留米市特定事業主行動計画」の改定を行い、引き続き職員が仕事と家庭

生活を両立することができるよう職場全体で支援していくため、子育てしやすい職場

環境づくりを進めるための様々な方策や目標を定めるとともに、職員一人ひとりが次

代を担うこどもたちの誕生とその健やかな育成の必要性を理解し、助け合っていくと

いう意識を持ってもらうため、職員に求められる役割と、その具体的な取り組みをまと

めてきたところです。 

そして、令和２年４月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が改

正され、基本方針の変更、内閣府令及び事業主計画策定指針の改正を受け、特に長

時間勤務の是正などの働き方改革、性別に関わりない職務の機会付与と適切な評価

に基づく登用及び男性の家庭生活(家事及び育児等)への参加促進等の内容を盛り

込んだ「東久留米市特定事業主行動計画」の見直しを行ったところですが、令和７年３

月末までの時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」が令和１７年３月まで延

長され、育児・介護と仕事の両立支援措置の強化や育児休業取得状況の公表義務、

取得状況に係る状況把握･数値目標の設定などが新たに盛り込まれたことを踏まえ、

職員が家庭生活と職業生活を両立しながら、安心して働き続けられる職場環境の整

備に向けて、このたび次期計画を策定しました。 

女性職員の活躍を推進するためには、男性職員の働き方改革も不可欠です。職員

一人ひとりが本計画を自身に関わるものと捉え、性別に関係なく、職業生活と家庭生

活の両立が可能となる職場環境の実現を目指します。 

 

令和７年 ３月 



2 

 

１．計画期間 

本計画の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間とします。 

 

２．計画の推進体制 

（１）行動計画の推進に関する調査・検討、数値目標の達成状況の点検等に係る作業のため

に、「東久留米市特定事業主行動計画推進プロジェクト」を必要に応じて設置します。 

（２）「東久留米市特定事業主行動計画推進プロジェクト」を設置した場合には、総務部職員課

がその庶務を担うものとします。 

 

 

［行動計画の目標］ 

女性職員の活躍の推進、職員の仕事と家庭生活の両立と次世代育成を職場全体で支援

していくために、以下の内容を令和１２年３月までの目標とします。 

 

①男性職員の出産支援休暇及び育児参加休暇の合計取得日数５日以上の取得者割合を

１００％とすることを目指します。 

②男性職員の育児休業取得率を８５％以上とすることを目指します。 

(女性職員については、既に１００％取得を達成) 

③年次有給休暇取得日数を平均１５日以上とすることを目指します。 

④子育てしやすい環境づくりのため、時間外勤務の抑制に努めます。 

⑤課長職に占める女性割合の目標を１７％以上とするとともに、部長職に占める女性割合の

目標を１４％以上とします。 

 

 

３．具体的な取り組み 

（１）制度の周知徹底 

○子育て支援ハンドブック等による制度の周知 

職員の母性保護及び母性健康管理、職員の仕事と家庭生活の両立を職場全体で支援

していく観点から設けられている育児休業・特別休暇等の制度、出産費用の給付等経済的

支援措置に関する制度についてまとめた「子育て支援ハンドブック」を男女別にグループウ

エアに掲示するなどして、全職員への周知徹底を図ります。 

○研修による制度の周知 

職員の母性保護及び母性健康管理、仕事と子育ての両立支援の観点から設けられてい

る育児休業・特別休暇等の制度について周知を図り、復帰後の働き方について学び職員

一人ひとりが能力を発揮できる職場づくりに努めます。 
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（２）妊娠中及び出産後における配慮 

妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため、職場全体で母性保護及

び母性健康管理に配慮します。 

○妊娠中及び出産後の働きやすい職場環境づくり 

所属長は、育児休業、産前産後休暇を取得する職員に対して、出産、育児に係る制度に

ついて説明するとともに、職場内での事務分担の見直しや職場全体での理解・後押しを図

り、職員が安心して育児休業等を取得できる職場環境づくりに努めます。また、職場復帰す

る際は、職場内研修（ＯＪＴ）を実施するなどして、スムーズに復帰できる体制を整えます。 

 

（３）職員が希望する妊娠・出産を実現するために 

○不妊治療への配慮 

不妊治療を受ける職員は、一定の職務経験を積んだ年齢層であることも多く、貴重な戦

力であると考えます。こうした人材を失うことは大きな損失です。仕事と不妊治療の両立に

ついて、職場での理解を深め、働きやすい環境を整えることは、有能な人材を確保する上

で重要です。 

〇病気休暇の活用 

不妊治療は頻繁に通院する必要があるものの、治療内容や個々の状況によって必要な

時間は異なります。こうした様々な通院の形に対応し通院に必要な時間のみ休暇を取るこ

とができるように、不妊治療に係る病気休暇の時間単位の取得に配慮します。 

 

（４）男性の育児参加の支援 

○男性職員が育児に参加しやすい職場環境づくり 

所属長は、男性職員が出産前後の配偶者を支援できるよう、特別休暇等の取得の促進

を図るとともに、特別休暇を取得しやすい職場の雰囲気を醸成し、必要に応じて事務分担

を変更するなど、職場環境の整備に努めます。 

○育児参加休暇取得の促進 

男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、出産に係る子又は上の子の(中学校就学

前)の養育等を行うことで、配偶者の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇

取得の促進を図ります。 

○男性職員への個別の周知相談対応 

男性職員が出産前後の配偶者を支援できるよう、子育て支援ハンドブック等を活用し、

個別に相談等、周知対応を図ります。 

 

男性職員の出産支援休暇・育児参加休暇の取得状況（令和５年度） 

取得可能者数 １４人  ４日以下取得者数 ４人 

取得者数 １２人  ５日以上取得者数 ８人 

取得者割合 ８５．７％  ５日以上取得者割合 ５７．１％ 
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（５）育児休業を取得しやすい環境整備 

育児・介護休業法の改正を踏まえ、育児休業の取得を促進し、職場復帰しやすい環境づ

くりを進めます。 

○育児休業を取得しやすい職場環境づくり 

所属長は、育児休業の申請を受けたとき、職場内の業務の分担を見直すとともに、職員

の補充についての対応策を検討するなどして、すみやかに育児休業による人員減に対応

するように努めます。また、変則勤務を行っている職場については、勤務時間の割り振りに

配慮します。 

○男性職員の育児休業の取得を推進 

所属長は、育児休業の取得を前提に、取得中の業務運営の確保等職場環境の整備を

図り、対象職員への取得推奨に努めます。 

○育児休業期間中の対応と職場復帰の支援 

育児休業中は、職場の情報が途絶えることになり、復帰に際しての障害となる可能性が

あります。スムーズな職場復帰ができるよう職員との面談等連絡を取り合い、職場や業務

の状況について定期的に情報提供を行います。また、育児休業者が休業期間中でも気軽

に職場を訪問できる雰囲気の醸成に努めます。 

 

育児休業の取得状況（令和５年度） 

 女性職員 男性職員 

取得可能者数 ９人 １４人 

取得者数 ９人 ８人 

取得者割合 １００％ ５７．１％ 

 

（６）子育てしやすい職場環境づくり 

○時間外勤務の上限設定の導入 

恒常的な残業を前提とした働き方は、男女問わず家事や育児などの家庭生活、ボランテ

ィア活動といった地域生活への参加を妨げるだけでなく、余暇を活用した健康づくりやスキ

ルアップ、趣味を楽しむことなど、豊かな生活の実現を困難にし、職員の心身への負担を増

大させます。こうした課題を改善し、職員の負担軽減と働きやすい環境づくりを進めるため、

国及び東京都の基準に準じた時間外勤務の上限を導入しています。 

 

                                                （時間） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

一人当たり年間平均 

時間外勤務時間数 
１８８．７ １８４．０ １６６．１ 
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○ノー残業デーの定時退庁の励行 

所属長は、やむを得ない場合を除き、ノー残業デー（例月１５日、毎週水曜日・給料日・ボ

ーナス支給日）には積極的に退庁するように職員に対して促します。 

○時間外勤務縮減キャンペーン 

キャンペーン期間を通じ、時間外勤務の縮減を職員に向けて周知します。 

○時間外勤務削減に向けた取り組み 

企画経営室行政経営課及び総務部職員課にて、時間外勤務が多い部署を対象とした事

務改善等を実施し、時間外勤務削減に向けた取り組みを進めます。 

 

（７）年次休暇等の取得促進 

所属長は、職員が抵抗を感じることなく年次休暇を取得できるように職場の雰囲気を醸成

することに努めます。また、個々の職員の年次休暇等取得状況を把握し、取得日数の少な

い職員については取得を促します。 

○年次休暇等の取得促進のための環境整備 

子育てに関連した年次休暇取得の申し出をした場合は、積極的に取得させるよう努めま

す。年次休暇等の取得促進を図るため、年次休暇の計画表を作成して、必要な時に気兼

ねなく年次休暇を取得できるようにします。 

○連続休暇の取得の促進 

ゴールデンウィーク期間や夏季休暇期間の前後、金曜日・月曜日と休日を組み合わせた

年次休暇の取得などにより、連続休暇の取得促進を図ります。 

○子どもの看護休暇の取得の促進 

子どもの看護休暇の取得促進のため、取得事由に「行事参加（入園・入学式、卒園式

等）及び感染症に伴う学級閉鎖等」を追加します。 

こども(中学校就学前)の病気等の際には特別休暇(年間５日以内)や年次休暇を活用し

て休暇を取得しやすい職場の環境づくりに努めます。 

〇夏季休暇の取得の促進 

夏季休暇の取得促進のため、取得期間を「７月１日から９月３０日まで」から「６月１日か

ら１０月３１日まで」に変更します。 

 

年次有給休暇取得状況（令和３年度～令和５年度、実績） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

平均取得日数 １４．５日 １４．９日 １６．５日 

前年度比 ＋０．７日 ＋０．４日 ＋１．６日 

 

（８）仕事と生活の両立、固定的な性別役割分担意識等の是正 

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての意識啓発 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について学ぶ研修を開催し、職員の意識啓
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発に努めます。 

○固定的な性別役割分担意識等の是正 

性別役割分担意識等を是正するための情報を提供し、意識啓発に努めます。また、女性

職員の昇任・昇格に対する本人及び周囲の意識の高揚を図るとともに、育児に関わる女性

職員が積極的に昇任・昇格を目指せるように、職場環境の整備や個人の意識啓発に努め

ます。 

 

（９）人事評価への反映 

仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づくりに

向けた管理職員等の取り組み状況については、人事評価において適切に評価を行いま

す。 

 

（１０）こどもを交通事故や犯罪から守る活動 

○交通安全に関する研修の実施 

全職員に対し、庁内通知による交通事故防止のための呼びかけをします。また、自動車

を運転する職員を対象に交通安全講習会を開催するなど、安全運転に関する研修を実施

します。 

○防犯活動の推進 

公用車への防犯ステッカーの装着を推進します。また、職員の防犯に関する意識啓発に

努めるとともに、東久留米市安全・安心まちづくり条例の実践に積極的に協力します。 

 

（１１）女性職員の活躍を推進する環境整備 

○女性職員の採用割合向上のための取り組み 

引き続き女性が活躍できる職場であることを PR するとともに、大学などへの募集要項の

送付等、周知に努めます。 

 

女性職員の採用割合 

職員採用数 総採用数 男性 女性 女性割合 

令和３年度 ３０人 １２人 １８人 ６０．０％ 

令和４年度 １９人 ６人 １３人 ６８．４％ 

令和５年度 ２７人 １１人 １６人 ５９．２％ 

 

○女性管理職の割合を増やすための取り組み 

令和６年度から選考による昇格制度を導入することにより、自分自身ではなかなか次の

キャリアに踏み出せなかった一歩を、選考という形で組織として後押しする体制とするととも

に、昇格まで一定の準備期間を確保することで、次のステップにスムーズに進むことができ

るような仕組みづくりを進めてきました。引き続き昇格選考制度を活性化し、受験者数の増
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加を図ります。 

 

各役職段階の職員の女性割合（令和６年４月１日現在） 

 総数 男性 女性 女性割合 

部長職 １０人 ９人 １人 １０．０％ 

課長職 ３７人 ３４人 ３人 ８．１％ 

課長補佐職 １４人 １２人 ２人 １４．３％ 

係長職 ９７人 ７６人 ２１人 ２１．６％ 

主任級 ２３９人 ９０人 １４９人 ６２．３％ 

係員(主事級) ２０２人 ８２人 １２０人 ５９．４％ 

計 ５９９人 ３０３人 ２９６人 ４９．４％ 

 

管理職に占める女性職員の割合 

 総数 男性 女性 女性割合 

令和４年度 部長職 １１人 １０人 １人 ９．０％ 

課長職 ３６人 ３３人 ３人 ８．３％ 

令和５年度 部長職 １１人 １０人 １人 ９．０％ 

課長職 ３６人 ３４人 ２人 ５．６％ 

令和６年度 部長職 １０人 ９人 １人 １０．０％ 

課長職 ３７人 ３４人 ３人 ８．１％ 

 

○ハラスメント対策の強化 

男女が共に家事・育児等の家庭生活における責任を果たしながら職場においても貢献し

ていくことができる社会の実現に向けて、男性の意識改革を進めることが重要となります。

職場におけるセクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントへの対

策に引き続き取り組みます。 

本市では令和元年に「職員に対する不当な暴力言動等及び不当要求行為等対応マニュ

アル」を整理しておりますが、令和７年４月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が

施行されることを受け、都条例の内容を踏まえた見直しを行うとともに、組織として一体的

な対応を図っていきます。  

また、改正女性活躍推進法に基づき、職場におけるパワーハラスメントの内容及び事業

主が雇用管理上講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定め

たパワーハラスメント指針(令和２年厚生労働省告示第５号)の制定を受け、パワーハラスメ

ントをはじめとする各種ハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措置を実施しま

す。 


